
別記様式第３号（第８条関係）

質疑応答書

令和３年１１月１９日

入札件名 令和 3 年度森林整備林道事業 林道近沢線 PCB 塗膜調査･分析業務委託

質 問 事 項 回 答

１．橋梁点検車の使用を見込まれています

が、橋梁点検車を使用することは必須で

しょうか。

２．橋梁点検車を使用した作業に際して、河

川の枝葉が繁茂して作業に支障がある

場合、発注者側にて枝打ちを行って頂く

との認識で宜しいでしょうか。

３．川倉橋で橋梁点検車を使用すると林道近

沢線は一時通行止めとなります。警察等

関係部局との事前協議は、発注者側で行

って頂くことでよろしいでしょうか。

４．橋梁点検車を使用する場合、迂回路は想

定されていますでしょうか。若しくは迂

回路不要との見解でしょうか。

１．現地踏査結果や試料採取工法により、橋

梁点検車の使用が適さない場合について

は、協議願います。

２．関係者との調整は発注者側で行います

が、枝打ち作業については受注者側で行っ

てください。

３．通行止めに伴い必要な関係部局との調整

は発注者側で行いますが、受注者側で必要

な届出等は対応願います。

４．事前の周知を行ったうえで、作業時は通

行止めを想定しています。

（注）

・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。


